
令和７年度 第３回 埼玉県西部地域医療構想調整会議（書面） 
説明要旨 

 
令和７年１２月１２日 

埼玉県医療整備課 

 

１．地域医療支援病院名称承認申請に係る現地確認について 

〇 令和７年１２月４日（木）に現地確認を行いました。 

 〇 承認要件の該当状況を確認し、全ての要件に該当していることを確認しました。 

 

 【確認事項】 

 

２．資料について 

〇 第３回埼玉県西部地域医療構想調整会議資料 

  ※第２回埼玉県西部地域医療構想調整会議資料から変更はありません。 

〇 地域医療支援病院名称承認申請書（抜粋） 

  ※参考送付となります。 

具体的な承認要件 該当状況 適否 確認結果

（２）

他の病院又は診療所
から紹介された患者に
対し医療を提供する体
制が整備されているこ
と。

次のいずれかの場合に該当していること。
①紹介率が８０％以上であること。
②紹介率が６５％以上であり、かつ、
　逆紹介率が４０％以上であること。
③紹介率が５０％以上であり、かつ、
　逆紹介率が７０％以上であること。

令和６年度実績
紹 介 率： ７３．６％
逆紹介率： ８６．５％
　②　に該当している。

〇

集計したデータベースを確認した結果、申
請書のとおりであることを確認した。

医療機関の登録制度（利用医師等登録制
度）を設けていること。

登録制度：有り
登録医療機関数：130　施設 〇

登録医申請書から登録医療機関数を確
認し、申請書のとおりであることを確認し
た。

当該病院の開設者と直接関係のない医療機
関が、現に共同利用を行っている全医療機
関の５割以上であること。

令和６年度共同利用医療機関
数：６０施設
（うち当該病院の開設者と直接
関係のない医療機関数：
６０施設）

〇

法人役員について聞き取りにより確認を
行い、直接関係のある医療機関がないこ
とを確認した。

共同利用のための病床として、必要病床数
が確保されていること。

共同利用可能病床：4床 〇
現地確認により確保されていることを確認
した。

通常の当直体制の外に重症救急患者の受
入れに対応できる医師等医療従事者が確保
されていること。

医療従事者の確保状況
医　師：25名、看護師：31名
救急救命士：11名、
診療放射線技師：22名、臨床検
査技師：13名、薬剤師：15名、
臨床工学士：10名、事務：33名

〇

直近のシフト表を確認し、申請書のとおり
であることを確認した。

重症救急患者のために優先的に使用できる
病床又は専用病床が確保されていること。

優先病床：24床 〇
現地確認により確保されていることを確認
した。

入院治療を必要とする重症救急患者に必要
な検査、治療を行うために必要な診療施設を
有し、２４時間使用可能な体制が確保されて
いること。

救急処置室、集中治療室、
診療放射線室、生理検査室、
検体検査室、内視鏡室、
血管造影室、手術室
※全て２４時間使用可能

〇

現地確認により確保されていることを確認
した。

地方公共団体又は医療機関に所属する救急
自動車により搬送された患者の数が１，０００
以上であること。

令和６年度患者搬送実績
：7,455人

〇
救急搬送記録により申請書のとおりであ
ることを確認した。

病院内の研修全体についての教育責任者及
び研修委員会を設置するとともに、地域の医
療従事者も対象にした研修を主催しているこ
と。

教育責任者及び研修委員会：有
り
研修プログラム：有り

令和６年度地域医療従事者向
け研修実績：　17　回
（参加者数　977人）

〇

研修の内容、実施回数、参加者数が申請
のとおりであることを確認した。また、出席
者名簿から当病院以外の医療従事者が
含まれていることを確認した。

研修の実施のために必要な施設及び設備を
有していること。

研修用会議室　３　室
（主な設備）プロジェクター、
スクリーン、モニター

〇
現地確認により施設、設備を確認した。

集中治療室、化学、細菌及び病理の検査施
設、病理解剖室、研究室、講義室、図書室、
救急用又は患者輸送用自動車、医薬品情報
管理室

〇

現地確認により施設、設備を確認した。

診療並びに病院の管理及び運営に関する諸
記録

診療に関する諸記録並びに病
院の管理及び運営に関する諸
記録は、病院作成の「診療に関
する諸記録・病院の管理及び運
営に関する諸記録の規定」に基
づき各種分類保管している。

〇

現地確認により適切に保管されているこ
とを確認した。

救急医療を提供する能
力を有すること。

地域の医療従事者の
資質の向上を図るため
の研修を行わせる能力
を有すること。

地域医療支援病院とし
て必要な施設を有し、
必要な記録を備えるこ
と。

（５）

（７）

承認要件

病院の建物の全部若し
くは一部、設備、器械
又は器具を、地域の医
療従事者の診療、研究
又は研修のために利用
させるための体制が整
備されていること。

（３）

（４）

資料１


